
 

 

 

 

令和７年度 

第１回千代田区地域包括支援センター運営協議会 

 

―議 事 録― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和７年１２月２２日（月）18:30～20:30 

場所：高齢者総合サポートセンター１階 ひだまりホール 

 

 

 

 

 

 

 

千代田区 保健福祉部 在宅支援課 

1 



 

 

■開催日時・出席者等 

日時 令和７年１２月２２日(月) １８：３０～２０：３０ 

場所 高齢者総合サポートセンター１階 ひだまりホール 

出席者 

委員 
高野委員、杉山委員、矢島委員、加賀委員、小林委員、西田委員、 

加賀山委員、前田委員、浅井委員、高澤委員 

地域包

括支援

セ ン

ター 

飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長、長島高齢者あんしんセン

ター麹町主任、福岡東京栄和会千代田地区事業部管理課長、浜田高齢者あ

んしんセンター神田センター長、久米高齢者あんしんセンター神田係

長、峯多摩同胞会神田事業所（かんだ連雀施設長） 

事務局 

清水保健福祉部長、高木千代田保健所長・地域保健担当部長、辰島在宅

支援課長事務取扱保健福祉部参事（連絡調整担当）、小目高齢介護課

長、森田在宅支援係長、石井相談係長、島田地域包括ケア推進係長、家

入介護予防担当係長 

欠席者 片倉委員、新井在宅支援課担当係長 

議事報告者 
高齢者あんしんセンター麹町；飛田センター長 

高齢者あんしんセンター神田：浜田センター長 
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■議事録 

〈開会〉 

○辰島参事  皆さん、こんばんは。定刻よりちょっと早いですが、千代田区地域包

括支援センター運営協議会を始めさせていただきます。本日は、お忙し

い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。進行を務めさせ

ていただきます、在宅支援課長、辰島と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。  

       初めに、本日の運営協議会の開催に当たりまして、日程調整を何度も

お願いすることとなりまして、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしまし

た。誠に申し訳ございませんでした。  

       恐れ入ります。以降、着席にてご説明をさせていただきます。  

       この会議は公開を前提に開催しております。傍聴希望者がある場合は

傍聴を許可いたしますので、ご了承のほどお願いいたします。なお、本

日傍聴希望の方はいらっしゃいません。また、議事録を区ホームページ

に掲載いたします。議事録作成のため録音をさせていただきますので、

ご了承くださいますようお願いいたします。後日、議事録の確認を委員

の皆様にお願いいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

       では、開会に先立ちまして、保健福祉部長より一言ご挨拶申し上げま

す。清水部長、よろしくお願いいたします。  

○清水保健福祉部長  師走の大変お忙しい中、また、ただいま辰島のほうから話があ

りましたけれども、日程調整は大変ご迷惑をおかけしました。重ねてお

わび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。お集まりいただき

まして、ありがとうございます。  

       本日、地域包括支援センター運営協議会ということでございます。私

どもあんしんセンター、まさに区民の皆様方、高齢者の皆様方にとって

は本当に頼みの綱、頼っている、もう頼り切ってしまっているというと

ころでございますが、私ども行政としてもしっかりしなければいけない、

しっかり支えていかなければいけないという思いでいっぱいでございま

す。よりよいものにしていきたい。我々行政もしっかりしていかなけれ

ばいけないということで、併せて、本日、忌憚のないご意見を賜れば幸

いに存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○辰島参事  ありがとうございました。  

       続きまして、本日の協議会の成立についてご報告いたします。千代田

区地域包括支援センター運営協議会設置要綱第１０条の規定により、委

員の半数以上の出席が開催の条件とされております。本協議会の委員数

１１名、本日ご出席いただいております委員の数は１０名でございます

ので、本日の協議会が成立していることをご報告いたします。  

       なお、加賀委員から遅れる旨のご連絡を頂いております。また、片倉

委員から欠席のご連絡を頂いております。 

       続きまして、配布資料の確認をいたします。事前に資料１から資料５

を郵送させていただきました。また、本日、机上に次第、名簿、座席表
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の３点をお配りしております。お手元にない資料がございましたら事務

局がご用意いたしますので、恐れ入りますが挙手のほどお願いいたしま

す。よろしいでしょうか。  

       それでは、次に本日の協議会の進め方についてご説明いたします。ま

ず、事務局から、資料１、令和６年度要介護認定の状況、資料２、高齢

者あんしんセンター相談実績についてご報告いたします。次に、各あん

しんセンターから、資料３－１、３－２、３－３及び資料４－１、４－

２、４－３を用いて令和６年度の事業報告、収支状況報告、令和７年度

予算についてご報告いただきます。  

       次に、事務局から、資料５、指定介護予防支援業務一部業務委託状況

についてご報告いたします。  

       それでは、以降の進行につきましては、高野会長にお願い申し上げま

す。高野会長、どうぞよろしくお願いいたします。  

○高野会長  それでは、次第に沿って進めてまいります。本日の運営協議会は、報

告案件４件とその他を予定しています。午後８時をめどに終了したいと

考えています。円滑な進行を図るため、説明は簡潔に、また多くの委員

が発言できるようにご協力をお願いしたいと思います。事前に事務局か

ら郵送された資料につきましてはお目通しいただいているかと思います

ので、各あんしんセンターからの報告は要点のみとしまして、委員の皆

様のご意見を伺うことをメインとして会議を進めてまいります。  

       それでは、早速ですが、議題の１につきまして事務局から説明をお願

いいたします。  

○辰島参事  それでは、議題の１「千代田区における高齢者福祉の取り組みについ

て」ご説明いたします。資料の１「令和６年度要介護認定者数」を御覧

ください。令和６年度の月別の要介護認定者数の総数とグラフを示した

ものでございます。令和７年３月末時点で２，５６８件、昨年度、令和

６年３月末時点では２，５４３件でございましたので、前年度に比べて

２５件の増でございました。  

       下段のグラフでございますが、平成２１年度から過去１６年の要支援、

要介護認定者数の推移を表したものでございます。平成２１年度と令和

６年度を比較いたしますと、約１．４倍の増となってございます。  

       続きまして、資料の２「令和６年度高齢者あんしんセンター相談実績」

を御覧ください。細かい数字がございまして見づらくて大変恐縮でござ

いますが、表の一番上、相談件数の総数を御覧ください。高齢者あんし

んセンター麹町の相談件数が１万７，９４１件、高齢者あんしんセン

ター神田の相談件数が１万８，５５４件、合計３万６，４９５件でござ

いました。資料２の下段に令和５年度の相談件数を記載してございます。

５年度の合計が３万４，４００件でございましたので、前年度に比べて

約２，０００件の増でございます。  

       なお、表のローマ数字Ⅳ、昨年度まで、この「見守り相談窓口」の件

数につきまして、合計に含めておらなかったのですけれども、今年度よ

り合算をしてございます。また、相談記録の入力基準につきましては、
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各担当者でばらつきが生じないよう入力ルールを統一しております。  

       議題１の説明は以上でございます。  

○高野会長  ありがとうございました。ただいまの報告を受けまして、委員の皆様

から質問や意見はありますでしょうか。おありの方は挙手の上でお願い

したいと思います。  

       高野から１つ質問なのですけれども、要介護認定者数が増えていると

いう報告がありましたけれども、細かなデータは恐らくないのではない

かなと思いますし、印象で構わないのですが、この中に占める認知症高

齢者の割合というのはどんな感じだと事務局のほうとしては受け止めて

いらっしゃるでしょうか。これは実態を知りたいというだけの質問なの

ですけれども。  

       全国的に認知症高齢者が増えていることで、ある種、従来の介護保険

制度の、２０００年時点での介護保険制度の枠組みというのが、いわゆ

る脳血管疾患に伴うまひがある人が多かった時代のままだとなかなか不

具合なのではないかという指摘があるので、千代田区で認知症の人がど

れくらい要介護認定を受けて、比率を占めているのか、認知症があるか

ないかだけではデータ上、本当はどうにもならないのですが、分かれば

教えていただきたいなということなのですけれども。 

       多分、両あんしんセンターとも、２０周年ですね、確か今年が。２０

年たってみると、相当業務の中身が変わっていると思うし、その意味で

は組織というか事業の在り方自体も見直さなければいけないのかなと

思っての、その関連の質問です。ざっとで構いません。  

○辰島参事  大体、認知症の高齢者の方が約２，０００人ほどです。 

○高野会長  例えば特養の入所者なんかだと、これは極端な例だと思いますが、９

割ぐらい認知症ありの人だという話になってきているので、全国的にも。

そういう意味で要介護認定を受けている方に単純に当てはめるわけには

いきませんが、やはり７割、８割ぐらいは認知症の問題を併せ持ってい

る人という形になるわけですね。承知しました。  

       そのほか、いかがでしょうか。特に委員の皆様からの意見を出す場な

のですが。 

       では、矢島先生どうぞ。  

○矢島委員  今の質問に絡めてなのですけれども、認知症というのは病名ベースで

すか、それとも何か基準を持ってお話しされたのでしょうか。２，００

０名という数は。  

○島田地域包括ケア推進係長  事務局の在宅支援課の地域包括ケア推進係長の島田で

ございます。いつもお世話になっております。私のほうから回答させて

いただきます。  

       令和７年１月１日時点なのですけれども、認知症高齢者が２，０９４

人おりまして、高齢者全体の１８ .１７％となっております。こちらの

基準につきましては、日常生活自立度１の高齢者及び日常生活自立度２

以上の高齢者というところで認知症としておりまして、こちらは東京都

と同じような推計でさせていただいております。  
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○矢島委員  ありがとうございます。  

○高野会長  ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。よろしいよ

うであれば、メインの今日のテーマが次の議題かと思いますので、次の

議題に移らせていただきたいと思います。  

       それでは、次の議題が、令和６年度高齢者あんしんセンター事業報告

ということなのですけれども、まずは、あんしんセンター麹町さんのほ

うから報告をお願いしたいと思います。資料の３－１、２、３ですね。

この３つを使って事業の報告ということになろうかと思います。よろし

くお願いいたします。  

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  高齢者あんしんセンター麹町セン

ター長、飛田でございます。日頃より高齢者あんしんセンター麹町に、

多大なるご支援、ご助言を賜りまして誠にありがとうございます。この

場を借りて御礼申し上げます。令和６年度の事業報告に関しまして、抜

粋した形でご説明させていただきます。着座にて失礼いたします。  

       まず初めに、本資料にはございませんけれども、あんしんセンター麹

町は、事務員を含めまして総勢１１名で相談支援業務に当たっておりま

す。令和６年度の新規採用者、退職者ともに１名、職員の平均年齢は５

３．７歳となってございます。  

       それでは、お手元に資料３－１のご用意を願います。１ページ目中ほ

どに、生活圏域の現状と特性、その下に高齢者人口についての記載がご

ざいますけれども、麹町地域は６５歳以上の高齢者人口が６，２２６名、

うち一人暮らしと高齢者のみ世帯が約７４％を占めてございます。  

       昨年度のこの会議でもご報告いたしましたけれども、麹町地域は６４

歳以下の若いご家族様と同居している高齢者が２６％しかおらず、全国

的な一人暮らし、高齢者のみ世帯の平均的数値と比較しましても、同居

率が低い地域であるということがご理解いただけるかと思います。  

       １枚おめくりいただきまして、３ページ目、②総合相談支援業務でご

ざいます。事業実績ウ、令和６年度のあんしんセンター麹町への来所で

の相談件数は７３５件となっておりまして、一昨年度と比較しましても

横ばいでございます。ちなみに、令和３年度は６２０件でございました。

引き続きまして、かがやきプラザ内高齢者総合サポートセンターと連携

を図りつつ、様々な相談対応を実施してまいりたいと考えております。  

       続きまして、同じページの③の権利擁護業務でございます。権利擁護

業務担当として社会福祉士を２名配置しまして、特に高齢者虐待、消費

者被害についての相談を受けております。  

       ４ページ目、令和６年度高齢者虐待ありと判断したケースの数としま

しては、６ケースでございました。これは昨年度も同様に申し上げまし

たけれども、他の市区町村と比較しましても非常に少ない件数であると

認識しております。  

       さらに虐待の問題とは別に、点検商法、インターネットビジネス等の

被害に遭われる方が後を絶ちません。消費生活センターや麹町警察署、

ちよだ成年後見センターと緊密な連携を図りながら、未然に防げるよう
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情報の共有を図っているところではございますが、被害を食い止めるの

は非常に難しい状況となっております。  

       続きまして、４ページ目、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業

務でございます。この業務につきましては、地域における連携、協働の

体制づくりや個々のケアマネジャーに対する支援等を行うことが主な業

務となってございます。  

       ウの事業実績にありますとおり、ケアマネジャーからの相談件数が来

所、電話、同行訪問ともに、平均しますと１０％ほど相談件数が増えて

おります。ともすると、孤立化しやすいケアマネジャーの後方支援に力

を入れてまいりたいと考えております。  

       続きまして、５ページ目、⑥認知症総合支援事業についてご説明いた

します。あんしんセンターに認知症地域支援推進員の専門職を１名配置

しまして、認知症に関する総合相談窓口として対応しております。認知

症カフェにつきましては、毎月２回開催しておりまして、毎回２０名ぐ

らいの方が参加を頂いております。 

       続きまして、６ページ目、（３）地域ケア会議についてでございます。

令和７年１月に圏域別地域ケア会議を開催いたしまして、４１名の方に

ご出席いただきました。テーマとしましては、「人材不足・ＤＸ化によ

る解決策について」、また「増え続ける認知症・おひとり様  安心して

暮らすことのできる街づくりについて」、グループワークを行いました。  

       介護人材の不足感につきましては、約１５倍もの有効求人倍率である

ヘルパーだけでなく、ケアマネジャーといった相談職も５倍といった

データもございまして、全国的に大きな問題となっております。介護

ニーズがあっても供給ができないといった事態を少しでも予防すべく、

解決策について話合いを行いました。  

       「増え続ける認知症・おひとり様」のテーマにつきましては、身元保

証の問題、マンションのオートロックの問題、それから個人情報の取扱

いについて、情報の共有が図れず、様々な場面で障壁となっていると

いった課題が挙がっております。マンションのオートロックの課題につ

きましては、生体認証の導入を働きかけることができないかといった意

見も挙がりました。  

       １枚おめくりいただきまして、８ページ目、②介護保険制度に関する

情報提供と申請支援、受付業務についてご説明いたします。事業実績ウ

のところを御覧ください。 

       相談件数、特に電話の件数を御覧いただきますと、一番下の段、令和

５年度のお電話が年間で２，３８６回、これに対して、その上の段、令

和６年度が年間１，５００回という数字になっております。  

       総体的に昨年度と比較しますと、お電話での問合せが３７％減ったこ

とになりますが、これは単純に電話相談件数が減ったということではな

く、２４時間３６５日体制の相談窓口であります高齢者総合サポートセ

ンターのマンション等への周知、広報活動により、介護保険の各種申請

窓口やお問合せ先が分散されたことによる影響と捉えています。  
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       区民の皆様が相談窓口を選択できる環境にあること、あんしんセン

ター麹町では、電話の回数が減ったことによりまして、より集中して質

の高いマネジメントができる環境にあるということになろうかと思って

おります。 

       続きまして、９ページ目、（５）介護予防支援におきましては、令和

７年３月の実績としまして、月間２１６件のケアプランを作成しており

ます。年間の管理件数としましては、令和５年度より３８件増の年間で

２，５５５件の介護予防プランを作成しております。  

       余談ではございますが、他の２３区内の地域包括支援センターでは、

多忙かつ人材不足により介護予防プランの作成をお待ちいただいている

地域があると聞いております。麹町地区では、そのような状況ではござ

いませんけれども、プラン作成件数自体は令和７年度現時点でも増えて

いるという状況でございます。  

       続きまして、９ページ目から１０ページ目を御覧ください。（６）区

独自の委託事業、地域よろずケアでございます。１０ページ目、ウの事

業実績でございますが、緊急時対応訪問件数は年間で１６件ございまし

た。うち年度末にお一人暮らしの高齢者の緊急時対応事案が立て続けに

４件発生しております。近隣の方の見守り、地域とのつながりのある方

であったため、残念ながら、そのうちのお一人はお亡くなりになったの

ですが、早急な対応が実施できたことにより、長期的な孤立死の状態で

はない形で介入ができました。民生児童委員の皆様のお力添えや気にな

る方についてのご近所同士の交流により、長期的な問題とならず解決が

できております。私ども法人の目標としましても、孤立死ゼロのまちづ

くりを掲げておりますので、各所と連携を図りつつ対応してまいりたい

と考えております。  

       最後になります。１２ページ目、（７）高齢者あんしんセンター麹町

独自の取り組みをご紹介いたします。元旦おせちの会につきましては、

昨年度もご紹介いたしました。今年度も２１回目を開催する予定でござ

います。 

       もう１つ、あんしんセンター麹町では、保健師が区内３か所の高齢者

住宅へ出向き、バイタル測定や健康講話、体操などを行う出前健康相談

を行っております。昨年度は１８回開催しまして、計３５名の参加を頂

きました。この出前健康相談も、私ども長い歴史の中で連綿と続けてい

る事業でございます。参加人数自体は少ないのですが、誰一人取り残さ

ない支援体制の構築に向けて今後も継続してまいりたいと考えておりま

す。 

       麹町地区より令和６年度の事業報告は以上となります。  

○高野会長  ありがとうございました。今日もともとの進行の予定ですと、各あん

しんセンターからの報告ごとに意見や質問を頂くという流れにしており

ますので、ひとまずここで、あんしんセンター麹町さんからの報告を受

けてということで、その範囲でご意見やご質問があればということで委

員の皆様に伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。挙手の上でお願
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いしたいと思います。  

       すみません。私の進行上の問題で失礼しました。今ご報告いただいた

のは、事業報告資料３－１だけですので、続けて、関連しますので、令

和６年度の収支の状況、資料３－２と、令和７年度の予算、資料３－３

までご説明いただいた後、あんしんセンター麹町さんの運営状況につい

ての質疑に移りたいと思います。すみません、続けてお願いします。  

○福岡管理課長  続きまして、収支についてご説明いたします。管理課長の福岡と申

します。着座にて失礼いたします。  

       資料３－２をめくっていただいて、資金収支計算書でございます。収

入のほうにつきましては、真ん中の決算欄の中段に５，７７０万プラス

１０万円ですけれども、これが千代田区さんからの委託事業の分でござ

います。それに加えまして、上段のほうにあります、合計して１，３６

０万ぐらい、これがケアプラン作成等に係る収入でございます。等々、

合わせまして約７，２６０万の収入がございまして、支出のほうは、人

件費のほうが５，１７０万ほど、あとは事務費のほうが８６０万ほどと

いうことになっております。  

       １枚このままめくっていただきまして、最終的には、裏面の真ん中の

決算欄の下から３行目です。当期資金収支差額、これが５５０万円ぐら

いというのが令和６年度の実績でございます。  

       続きまして、令和７年度の収支予算と併せて見ていただくと分かるの

ですが、最後のページの７年度のところと６年度の違いは、ほぼほぼ変

わらないのですが、人件費のところが２５０万ぐらい増えております。

この理由は、令和６年度につきましては、人員１人が期の途中からうち

に入職したものですから、その分の人件費が７年度に比べると下回って

おりますということです。  

       今年度につきましては、最初からフルメンバーでスタートしましたの

で、その分、人件費がかかりますということで、結果、最後のページで

す。裏面のまた下から３行目の当年度予算のところが、去年に比較する

と２５０万ぐらい、その分減少しますという形で出来上がりを見込んで

おります。 

       私からは以上でございます。  

○高野会長  ご報告は以上ということでよろしいですか。ありがとうございます。  

       今、事業の報告、収支の状況の報告、それから簡単に令和７年度の予

算の予定、見込みもご報告あったかと思います。その上で、ご質問、ご

意見を委員の皆様からお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  

       では、まず私からよろしいですか。これはあんしんセンター神田さん

にも同じ質問をしようかと思っているので忘れていたら後で言ってほし

いのですけれども、全国的に地域包括支援センター、２０２４年の介護

保険法改正のときの議論でも、地域包括支援センターが２０年前に制度

化されて、ある種そのときの枠組みのまま来ているので、相当多忙化を

していると。なので、介護予防支援を居宅介護支援事業所で指定を取れ

るようにしたりだとか、総合相談の業務を一部委託、地域包括支援セン
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ターが一部委託できるようにしているのですけれども、それが千代田区

でどうこうということではなく、感覚的に、特に実務のご報告で飛田さ

んなんかからすると、現場の業務の、多忙になるのはいいことなのです

が、多忙になり過ぎると当然、そちらがそうだというわけではなく、質

は当然下がってくるのが普通のことなので、その意味での多忙さの状況

というのは、感覚的にどのようにお感じになっていらっしゃるでしょう

か。 

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  ご質問ありがとうございます。多忙

と言われれば、本当に多忙です。月間で言いますと、１，５００件ぐら

い何かしらのことをやっているのが実情になります。１日で平均すると

６０件ぐらい、何かしらのことを電話対応であったり、訪問であったり、

いろいろな相談であったりということをやっているというのが平均的な

数字ですので、多忙と言えば多忙です。 

       ただ、あんしんセンター麹町につきましては、先ほど申し上げました

ように１１名という体制でやっておりまして、恐らく他の市区町村の地

域包括支援センターよりも非常に潤沢な職員配置をさせていただいてい

るというところでございます。  

       それから、先般、地域包括支援センターのセンター長が集まる研修、

１５０名ほど出ている研修に参加したときに、職員の不足感を感じてい

る地域包括支援センターがどのくらいあるかということを講師が手を挙

げさせたのですけれども、いわゆる必要とされる人員体制が満たない地

域包括支援センターが約７割、８割ぐらい、手を挙げていたという実情

を垣間見まして、実は驚いたところなのです。そういうところから考え

ますと、うちの地域包括支援センターはまだまだ恵まれている環境にあ

るかなと個人的には思っております。  

○高野会長  神田には、またそのときに聞きます。ありがとうございます。そのほ

か、いかがですか。  

       では、小林先生、お願いします。  

○小林委員  丸の内歯科医師会の小林です。ちょっと興味がありまして、どのよう

に人材を確保されているのかなと思いまして。 

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  人材は、実は昨年度はハローワーク

に純粋に出しました。やはり千代田区は地の利がいいので比較的応募が

あります。ただ、ほかのエリアは一切ないと聞いています。それから、

あとは職員同士の人脈ですね。旧知のつながりで採用をするということ

が主だった形になっております。  

○小林委員  分かりました。どうもありがとうございます。苦労されたと思いまし

た。 

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  ありがとうございます。  

○高野会長  ありがとうございます。千代田区の状況は存じません。若干、無駄話

をさせていただくと、地域包括支援センターの人材確保に関しては、保

健師のところが全国的には一番難しいといわれていまして、なので、み

なしで看護師さんに来てもらっているところがあったりだとか、それす
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ら難しいから、実は内々に２名体制でやっているとか、それがさっき出

た話題の１つなのかなと思いますけれども、特に保健師さんの確保が難

しい。これは全国的な状況です。  

       社会福祉士は、自分が社会福祉士なのにこんなことを言うのはどうか

と思いますが、社会福祉士は比較的取りやすいのですけれども、もう１

つ難しいのが、最近はケアマネジャーの方が減っていて、しかも主任ケ

アマネジャーは責任が重いから、資格は取ったけれども辞めようみたい

な人が多くて、主任ケアマネジャーも確保が最近難しくなっているとい

うことのようですね。 

       千代田区もそれなりに今の表情を見ますと似たような状況、だけど確

保はできているということなのかなと思います。どうぞ、ごめんなさい。

名前が見えないので、お願いします。  

○加賀山委員  千代田区歯科医師会の加賀山です。ちょっと教えていただきたいので

すけれども、途中で高齢者虐待というお話があって、６件というお話。

これはそもそもどういう手段で発覚するのか。それから、その後はその

方たちにどういうケアをして、どういう結末になったのかというのを

ちょっと教えてください。 

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  ご質問ありがとうございます。虐待

の通報は、ヘルパーさんですとかケアマネジャーさんから、地域包括支

援センター、あんしんセンターのほうに電話で寄せられるというのが圧

倒的に多いのかなと思っております。  

       虐待の通報がありますと、まず、あんしんセンターの中で虐待かどう

かというところをしっかりとアセスメントして協議して、これは虐待で

あろうということは、あんしんセンターの中でもちょっと話をもみまし

て、その上で千代田区役所の虐待担当のほうに通報するというような体

制を取っています。その後、実態調査をして、実際に虐待か否かという

ところを判断していくというような、そのような手順となってございま

す。 

○高野会長   よろしいでしょうか。ありがとうございます。そのほか、いかがで

しょうか。 

       では、西田委員、お願いします。  

○西田委員  どうも、麹町の西田です。電話相談等がすごく、２，０００件を超え

る相談があるかと思うのですが、何かその中で一番多い相談であったり

とか、その相談内容によっては今後の課題となることも見えてくるかと

思うのですけれども、具体的に、もし何かそういう重いというか、統計

的に分けてはいらっしゃらないと思うのですが、もし何かありましたら

教えていただければと思います。  

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  ありがとうございます。やはり介護

保険サービス、介護保険制度についての相談というのが一番多いと思い

ます。ここは長島さんからフォローいただいてもいいですか。 

○長島高齢者あんしんセンター麹町主任  あんしんセンター麹町で主任をしておりま

す、長島です。よろしくお願いします。飛田に代わりまして、お答えさ
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せていただければと思います。  

       麹町で、最近、一昨年度、昨年度ぐらいから増えているのは、やはり

身寄りのない方のご相談ですね。結局、自分が何かあったときに相談で

きる相手がいない、身元を引き受けてくれる人がいない。そういった場

合でも、例えば住居ですとか有事の際に誰かがどう動いてくれるのかと

か、そういうようなものが相談件数としては増えているという、体感的

なものになるのですけれども。そういったことですと、やはりあんしん

センターだけでは対応できない部分があるので、千代田区の社会福祉協

議会さんですとか、先ほど部長の飛田から話が出ている２４時間相談窓

口がある相談センターですとか、あと、もちろん行政の方のお力を借り

まして、適宜連携させていただいて相談対応させていただくと。  

       ただ、一朝一夕でどうにかなるものではないので。あとは、どうして

もホームロイヤーですか、個別に弁護士さんをお願いするというのも経

済的な負担があるものですから、その辺は社会福祉協議会の無料の法律

相談とかそういうものを提案させていただいて、中長期的に考えて対応

させていただくことが増えているかなというのが体感です。 

       なので、介護保険制度の支援というものもあるのですけれども、それ

と並行して、介護保険サービス以外の部分でいうところの外堀を固めて

いくというところも最近は増えてきたかなというような印象にあります。  

       以上です。 

○西田委員  ありがとうございました。  

○高野会長  そのほか、いかがでしょうか。  

○杉山副会長  東京都健康長寿医療センター研究所の杉山です。いつも大変すばらし

い活動報告をありがとうございます。  

       先ほど消費者被害のお話が出ていたと思うのですけれども、千代田区

は非常に高額な被害を受ける方が多いとお伺いしていて、包括支援セン

ターで対応し切れないぐらいのいろいろなケースがおありになったりと

か、ご本人がだまされているということをかたくなに否定するケースと

か様々あると思うのですけれども、消費者センターとの連携とか、警察

との連携というのが、包括支援センターでやる仕事の結構多忙な中で全

てやっていくのは結構大変なのかなと思っているのですけれども、実感

の話でいいのですが、どうやってそれを把握したりとか、ご本人が被害

に遭っても言いたくないということがすごくよく聞くケースで、千代田

区だけではないと思うのですけれども、１００万、２００万ぐらいなら

もう言わないでほしいみたいな、そういうケースもある中で、どうやっ

て把握して被害をちゃんと訴えたり、未然に防ぐことができるというか、

どのようにお考えになっているか、お伺いしたいと思いました。  

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  ありがとうございます。千代田区で

は、あんしんセンター連絡会という会議を二月に一遍持っていまして、

そこに消費生活センターの所長さんもおいでいただきまして、こういっ

た詐欺被害があるという情報共有を定期的にさせていただいております。

そういった中で情報提供ができているかなと思っています。 
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       先生おっしゃるとおり、確かに被害を受けていないのだと思い込んで

いる方もたくさんいまして、昨今も子ども食堂の投資をしたいというこ

とで、投資をインターネットで送金し続けて、自分はだまされていない

のだと思い込んでしまうというケースで今、携わっておりますけれども、

本当におっしゃるとおり、自分がだまされているとか被害を受けている

という自覚がない方もたくさんいらっしゃいますので、本当に介入は実

は難しい。 

       あとは、麹町警察署と話しているのは、ロマンス詐欺ですね。ご家族

をだますわけがないという被害に遭われる方が千代田区は何名かいらっ

しゃるという情報を聞いております。 

       何か補足ありますか。 

○長島高齢者あんしんセンター麹町主任  度々すみません。あんしんセンターの長島

ですけれども、昨年度は、これも相談センターと神田さんのほうとも連

携をさせてもらっているのですが、銀行ですとか郵便局、大体そういう

詐欺被害に遭われる方というのは、認知症の診断は出ていないのですけ

れども、恐らく認知症、あるいはＭＣＩ軽度の認知機能低下があるので

はないかという方が大体そういうことに遭いやすいかな。  

       そうなってくると、ＭＣＩ程度ですと、警察に行くほどではない。大

体、銀行とか郵便局で数回にわたって大きな金額を移動させようとする

ところで、ふだんから相談センターとかの職員が、こういう方がいたら

お気軽に、気軽にという言い方が正しいのか分からないのですけれども、

連絡くださいと告知をしているものですから、そういったところから情

報提供があって、うちのほうで見守りの相談員等々と連携をして、ご自

宅に訪問したり、大体そのとき杉山先生がおっしゃるように、ご本人は

否定するのですけれども、その後ろで配偶者の方が結構眉間にしわを寄

せていることが多くて、帰り際に「じゃあ、送ってくるわね」と言って、

外に出たときに、「実は、こうこうこうで」というお話があったりする。  

       どうしても私たち職員１１名だけだと見守りの目が足りない部分があ

るので、昨年度から、郵便局ですとか銀行のお力を借りて、そういうと

ころを発見できて、そこから、また関係各所につないで支援をしていく

ということが徐々に増えているかなというところです。 

○高野会長   詳細にお知らせいただきまして、ありがとうございました。そのほか、

ご意見、ご質問がおありの方いらっしゃいますか。いらっしゃらなけれ

ば、もう一センターご報告お待ちですので、そちらに移らせていただき

たいと思います。  

       続きまして、同じ議題の中になりますけれども、次に高齢者あんしん

センター神田さんのほうからのご報告をお願いします。資料４－１で事

業報告、資料４－２で令和６年度分の収支状況の報告、資料４－３で令

和７年度分の予算の途中の報告かと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。 

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  高齢者あんしんセンター神田セン

ター長、浜田でございます。委員の皆様には、日頃よりご指導、ご鞭撻
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いただきまして、この場で御礼申し上げます。ありがとうございます。

私のほうからは事業報告をさせていただきます。着座で失礼いたします。  

       資料４－１を御覧ください。高齢者あんしんセンター神田、令和６年

度は９名の相談員で対応させていただいております。１ページ目おめく

りいただきまして、第１号介護予防支援事業でございます。  

       介護予防事業につきましては、参加者数だけを見ますと課題が残ると

いうのは事実でございます。一方で、６年度は要介護状態に至る前のか

なり早い段階で関われたケースが増えた点を重視しております。短期集

中の予防事業をきっかけに、自主グループや活動センターにつながった

事例もありまして、単発で終わらせず生活の中に定着させる流れが見え

てきました。今年度は、この流れを大事にしながら仕組みづくりを強化

しておるという状況でございます。  

       続きまして、３ページを御覧ください。総合相談支援事業でございま

す。総合相談件数は大幅に増加しておりまして、確かに負荷は高まって

おります。ただ、この増加は潜在的な困り事が表面化してきた結果とも

捉えております。介護保険だけでは解決できない相談や、一人暮らし高

齢者、家族がいましても対応できないケースが多く、部署内で役割を分

担しながら継続支援につなげてきました。いたずらに家族が行えること

を代行するということではありませんで、世帯全体をアセスメントして

いくことに取り組んできた結果だと感じております。今後は、相談を抱

え込むのではなくて、内容を整理、類型化し、地域全体で支えられる形

で展開していくことが課題だと感じております。  

       続きまして、４ページ目を御覧ください。権利擁護業務でございます。

権利擁護の件数自体は減少しておりますが、支援がもちろん不要になっ

たという状況ではございません。むしろ、認知症や判断能力低下により

意思決定が難しい世帯が増えておりまして、１件当たりの支援の重さと

いうのは実感として増しております。虐待対応につきましても、家族支

援を含めた調整が必要なケースが多く、これは今年度も早期発見と関係

機関の役割整理をより意識して取り組んでいるところでございます。  

       続きまして、６ページ目を御覧ください。包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務でございます。ケアマネ支援につきましては、支援や個

別会議がやって終わりにならないよう意識してきました。相談内容を通

じまして、ケアマネジャーがどこで悩み、どこで行き詰まるのか、こう

いったことも見えてきたと思っております。今後は、得られたニーズを

具体的な支援に反映させ、地域全体のケアマネジメント力向上につなげ

ていく段階に移していきたいということでございます。  

       続きまして、７ページ目を御覧ください。在宅医療・介護連携推進事

業でございます。退院カンファレンスの件数、これがやはり減少してお

ります。その影響で退院後の調整に苦慮する場面もありました。  

       そこで、６年度はカンファレンスがなくとも病院に直接足を運ばせて

いただきまして、情報を取りに行く対応を強化してきました。総合病院

の退院調整部門との関係づくりに改めて取り組んできたという年度でご
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ざいました。形式にとらわれない実質的な連携を今後も進めていく所存

でございます。  

       続きまして、８ページ目を御覧ください。認知症総合支援事業でござ

います。認知症相談は大幅に増加しております。これは負担でもあるの

ですが、早い段階で相談につながっている証拠とも受け止めております。

はあとカフェなどの居場所づくりは一定の成果がありますし、継続参加

や家族支援まで含めた支援の整備が今後の課題になっております。相談

対応の質を維持しつつ、地域住民や町会、郵便局との関係づくり、連携

を密に行っており、医療や介護につながる前段階での気づき、声かけが

相談につながるケースが増えております。ぜひ、この活動を続けてまい

りたいと思っております。  

       続きまして、９ページ目、多職種協働による地域包括支援ネットワー

クの構築でございます。関係機関とのつながりは増えておりますが、つ

ながっているだけでは意味がありません。６年度は、顔の見える関係づ

くりを優先してきまして、実際、個別支援に生かすこともできてきまし

た。引き続きこの関係性を維持し、広げていきたいと考えております。  

       続きまして、１０ページ目を御覧ください。地域ケア会議の実施でご

ざいます。地域ケア会議、圏域別の地域会議におきましては、「ＤＸ化」

「身寄りのないおひとり様」というテーマの下に、なかなか解決が簡単

ではない課題に取り組んできました。すぐに答えが出る課題ではありま

せんが、避けては通れないテーマを共有できたこと自体が成果だと考え

ております。今後の仕組みづくりや提案につなげていきたいと考えてお

ります。 

       続きまして、１６ページ目を御覧ください。高齢者見守り相談窓口事

業でございます。なかなか、この業務でございますが、成果が数字だけ

では見えにくい事業でございます。ただ、継続訪問によりまして、生活

状況の変化を早期に把握することができてまいりました。介護保険申請

や在宅サービスにつなげられたケースも複数ありますし、結果としまし

て、重度化や孤立の進行を防ぐことにもつながっており、早期対応とい

う点で一定の成果が出ていると考えております。  

       私のほうから事業報告は以上でございます。  

○高野会長  そのまま続けてお願いします。  

○峯特別養護老人ホームかんだ連雀施設長  続きまして、令和６年度の収支状況の報

告等をさせていただきます。特別養護老人ホームかんだ連雀施設長の峯

と申します。私のほうより着座にてご報告をさせていただきます。  

       まずは、資料４－２でございます。１枚おめくりください。かんだ連

雀の書類の特性上、ほかの事業も載っておりますが、一番右側ですね。

地域包括支援センター、こちらを縦軸に御覧いただければと思います。  

       まずは収入のところでございますが、先ほど麹町様のほうからもご報

告がありましたとおり、委託、受託を受けまして運営をさせていただい

ている事業でございます。そういった意味で、金額等はほとんど変わり

なくて、５，７７９万２，８００円、受託として頂戴させていただいて
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運営をさせていただいております。  

       １枚おめくりいただきまして、それ以外に収入というところで、２

ページ目の上のほうに書いてございます雑収入というところで、４２万

２６０円と書いてございます。なかなか分かりにくい内容ですので取り

上げてご報告をさせていただこうと思うのですが、在籍をされておりま

した職員がこの年度の途中で退職になっています。それに伴いまして、

その職員が東京都の共済掛金、退職金ですね。東京都の共済掛金を掛け

ておりまして、その東京都から一時的にこのような収入、数字が入って

きたということになっておりますが、この後にございます４ページ目に、

退職給付引当資金支出というところで、６８万８，２４０円支出をさせ

ていただいているこの中に一部として含まれているとご理解を頂ければ

と思います。この令和６年度の当期資金収支差額の合計としましては、

９万７，５８７円というところでの着地でございます。  

       続きまして、資料４－３でございます。今年度、令和７年度の収支予

算でございます。１枚おめくりください。こちらについては、単位、ゼ

ロがちょっと少ないのですけれども、千円単位での表現とさせていただ

いております。先ほどから申し上げておりますとおり、収入としての予

算ですけれども、委託として頂いております金額５，７７２万２，００

０という数字を頂きながらの運営をさせていただいております。  

       支出、一応、まだ今現時点では見込みとして動いておりますが、人件

費について、予測としまして５，２７５万４，０００円というところで、

令和６年度に比べますと、人件費に係る支出が１２６万程度、ちょっと

差額があるところでございます。かんだ連雀では、先ほど申し上げまし

たとおり、今年度９名体制で動いております。ちょっと人を入れたりと

いう動きはある中で、なかなか定着につながらないという実態がこの数

字にちょっと表れているかなというところでございます。  

       それ以外の事業支出及び事務費については、若干の数字の違い等はあ

れど、大体似たような感じの数字で流れておりまして、事業支出の収支

差額等につきましても、前年度と変わらない形での着地を見込んで今取

り組んでおるところでございます。  

       ちょっと雑駁ですが以上とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○高野会長  では、報告は以上ということでよろしいですか。ありがとうございま

す。それでは、今のご報告を受けまして、あんしんセンター神田さんの

運営状況等につきまして、ご意見やご質問があればお願いしたいと思い

ます。挙手の上でお願いいたします。  

       では、加賀先生。  

○加賀委員  資料の２を見ていただきたいのですけれども、地域よろずケアという

ところで、去年は、神田も麹町もさほど人数の差がなかったのですが、

今年になると、３，５２２ですか、急激にこの数が増えて、そして、麹

町が去年とそんなに変わらない６７８。その代わりに見守りの相談口と

いうのが、今度は麹町のほうが一気に増えているのですけれども、この
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地域よろずケアと見守り相談口の違いというのでしょうか、その辺が何

でこんな一気に、去年９４８が３，５２２に増えた理由というのは、皆

さんがやる気を出してこんなになったのか、どういう数字のマジックな

のか教えてください。  

○高野会長  ありがとうございます。お願いします。  

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  まず、地域よろずケアにつきまして

ですけれども、実は、令和６年度からあんしんセンター神田の職員が大

幅に入れ替わってしまったということがございました。地域に慣れない

というだけではなくて、包括支援センターの業務自体も初めてだという

職員が実は半数を占めたものですから、私自身もセンター長になったば

かりでしたし、ここで１つテーマを設けさせていただいたのですね。 

       昨今、やはり家族支援ということが言われておりまして、家族のマン

パワーというのが本当に低くなっているというのは私も実感としてあっ

たところです。ここは、見なければ見過ごせる部分なのですね。簡単に

「じゃあ、ご家族がやれることはやってください」と言えば、それで終

わりなのですけれども、裏を返しますとそれが家族の負担になっている。

実は、その家族を追い込んでいるのは専門職であるということが私の経

験上多々あったのですね。 

       ですので、こんなことがないように、まずアセスメントをする中で

しっかりと家族をもアセスメントしていきましょうということを一貫し

て６年度はやらせていただいたということでございます。ですので、先

ほどご報告も申し上げましたとおり、いたずらに家族がやれることを

「代わりにやりますよ」なんていうことはやってきたつもりはないので

すね。一人暮らしの方もそうです。ご家族だけではなくて、一人暮らし

の方でご家族がいないという方も圧倒的に増えてきました。ご家族の代

わりにヘルパーさん、介護保険につなぐまでの間にやはり我々が対応せ

ざるを得ないケースも増えております。これは決してマジックではなく

て、我々のスタンスとして今後は家族支援、そして何よりも独り身の方、

ご家族がいない方にしっかりと目を向けていきましょうということの裏

返しだと思っていただければと存じます。 

       あと見守りの件数なのですけれども、これは内部の事情がありまして、

職員２名体制なのですけれども、途中で１人が身ごもりまして訪問の件

数がちょっとダウンしてしまったということは実際にございます。今、

産休に入るからといって、すぐに職員の補充ができるということではご

ざいませんので、こんな事情があるということをお含みいただければと

思います。 

       以上です。 

○加賀委員  ありがとうございました。結局、その見守りというのは、受動的とい

うか、受け身の体制というか、電話がかかってきた方に対して対応な

さっているわけですよね。  

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  見守り事業でございますね。  

○加賀委員  はい。相談窓口というのは。  
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○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  これは麹町さんも一緒なのですけれ

ども、年度初めにその年に７５歳以上になった方のリストを行政のほう

から頂くことになっています。これは区全体の７５歳以上の方ですね。

これを麹町さんと神田の圏域で分けまして、その中から、さらにケアマ

ネジャーさんと関係ない、ケアマネジャーさんにつながっていないケー

スというのをピックアップします。その方々を１年を通して全件回らせ

ていただいていると、そういう事業になっております。ですので、受け

身ではなくて、こちらから積極的に呼ばれていないところにご訪問させ

ていただくと、そんな事業になっております。  

○加賀委員  ありがとうございました。  

○高野会長  ありがとうございます。そのほか、ご意見、ご質問おありの方いらっ

しゃいませんか。  

       では、杉山先生。  

○杉山副会長  東京都健康長寿医療センター研究所の杉山です。今の見守り相談窓口

事業の業務についてちょっとお伺いしたいことがあって、両センターと

もお伺いしたいのですけれども、千代田区は、この包括支援センターさ

んがやっている高齢者見守り相談窓口事業、あと熱中症の見守りの事業、

心と体のすこやかチェックといって私どもの研究所と一緒にやっている

訪問看護師さんによる見守りの事業等、重層的にいろいろな見守り活動

を、それ以外にも民生委員さんとかいろいろな方たち、地域の町会さん

とかの見守りとか、いろいろなものがあると思うのですけれども、事業

として取り組んでいるものが既に３つあると思っております。  

       私、この見守り相談窓口事業の評価はどうするのですかと、ずっと前

に相談を受けたことがあって、すこやかチェックで取っているアドバイ

ス表というものに使っているチェック表があって、それを確か取ってい

たのではないかなと思っています。なので、すごくたくさんの件数に訪

問、しかも突撃というか、たくさんのところに行くので、すごく大変な

事業で、これだけの件数をやって、会えている人がこのぐらいいるとか、

ここの実績のところに神田さんのほうは書いていただいていますけれど

も、大変すばらしいなと思っているのですが、そういったデータは今ど

うなっているのかということと、あと、今後そういうものをどう活用し

ていくかとか、あと、いろいろな見守りがあるので、それぞれに役割分

担みたいなものもあるのかなと思うので、その辺り少し教えていただけ

ればなと思います。  

○高野会長  それぞれに聞いて。  

○杉山副会長 はい、それぞれに。  

○高野会長  では、ひとまず神田さん。  

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  まずチェックリストですね。これま

でも活用させていただいておりまして、データはたまっております。去

年お伺いした状況とそのチェックリストを活用させていただいて、どう

いった状況になっているのかということで活用させていただいてはいる

のですが、全部のアンケートを傾向等分析するというところまでには
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至っていないというのが現状です。  

       これは、大体訪問前に見守り対象者の方には郵送で送らせていただい

ているのですけれども、書いてくださる方もいれば、書いてくださらな

い方も中には当然いらっしゃいまして、この活用の仕方というのは、今、

具体的に、それ以外にも私どもの中ではなかなかうまく活用し切れきれ

ていないことはあるかと思います。  

○高野会長  では、麹町さんのほうで。  

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  うまく説明できるか、なかなか難し

いところなのですが、この資料２の見守り相談窓口の件数が３，０４６

件という数字になっておりまして、麹町は７５歳以上の介護保険サービ

スを利用していない方が約２，６００人いるという数字になっておりま

して、接触率が大体８２、８３％ぐらいになっているのですね。ですか

ら、訪問したら必ず記録を入れていくということを見ますと、この３，

０４６件というのは根拠のある数字なのかなと思っています。  

       ８２％の方を含めまして、データをどう活用するかというご質問なの

ですけれども、やはり６５歳以上の方は、麹町地区は６，２００人、６，

３００人ぐらいいらっしゃいますので、その中の２，６００人、お元気

な方たちがいらっしゃいますので、とはいえ、先ほど申し上げたように

孤立死してしまうようなケースもありますので、見守り相談員と、我々

あんしんセンターの職員がこのデータを活用して、せっかくアウトリー

チをしているわけですから、孤立死ゼロのまちづくりの推進に向けて

データを有効に活用したいなと考えております。  

       以上でございます。  

○杉山副会長  ありがとうございます。データがせっかくあるので、地域の傾向とか

分析もできるのかなということをちょっと思っておりました。ありがと

うございます。  

       もう一つ質問してもいいですか。神田さんのご報告のところで、退院

後の、退院のカンファレンスの件数が少ない、少ないというか、あまり

呼ばれないということなのですか。 

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  そうですね。これは肌感覚ではある

のですけれども、やはりコロナで変わってしまったというのがあります。

もともと退院支援というのは、昔はＭＳＷさん、医療ソーシャルワー

カーさんが中心になってやってくださっていて、そことの顔の見える関

係というのは築いてきたところではあるのですけれども、最近はやはり

総合病院というのは、病棟の看護師さんが退院支援をするという制度に

変わっておりまして、なかなか病棟の看護師さんとまず顔の見える関係

がないと、つくれないというのがまず課題としてあります。そんな中で

コロナがありまして、退院前カンファというのが一気になくなった時期

がありました。それを引きずる形だとは思うのですけれども、カンファ

をこちらから求めても、「いや、大丈夫です」ということで、病院主導

ではなかなか開いてくださらない。これは、やはり在宅での実情という

のが、病院関係者、特に大きな病院の現場の人たちに伝え切れていない
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部分が大いにあろうかと思うのですね。 

       そういった意味でも、高齢者の方が在宅に戻ると、こういうことで困

るのですよということをお伝えするためにも、できるだけ特に総合病院

には足を運ばせていただきまして、カンファという形を取らせていただ

いている、そんな取り組みをしていきたい。  

       以上です。 

○杉山副会長  ありがとうございます。すごく退院時のカンファレンスというのは大

事なのではないかなというか、病院で話を聞いていても、実はあまり分

かっていないで、「うん、うん」と聞いて退院してしまって、実はどこ

に相談したらいいのか分からない、地域でどうしたらいいか分からない

という人が結構いらっしゃるように感じるので、麹町も同じ感じなので

すかね。退院のカンファは少なくなっているのですか。 

○長島高齢者あんしんセンター麹町主任  私から代わりに答えさせていただくのです

けれども、やはり肌感覚では少ないかなと。私、図々しく、「カンファ

をやる人とやらない人の差って何ですか」と聞いたことがあって、基本、

病棟看護師が窓口になってやり取りしているときというのは、ほぼほぼ

病院、あくまでＡＤＬとか疾患にフォーカスされているのですけれども、

入院前の状態とほぼほぼ変わらない状態で退院の医師からのゴーサイン

が出たら、病棟看護師のほうでやっているので、入院前とほぼほぼ変わ

らない感覚だから、そのまま帰っても同じように生活できるのではない

かなというところですね。 

       ＭＳＷが出てくるということは、やはり入院前と変わった状況で退院、

何らかの支援が必要な状況で退院する可能性が高いから、そのときは退

院前カンファレンスをする上で、ほかと調整するのでソーシャルワー

カーが出てくるという、ざっくり言うと、そんな感じかなというお答え

を頂きました。なので、その分、病棟看護師で対応する件数が増えれば、

おのずとカンファレンスの数が減っていくという感覚で捉えています。 

○杉山副会長  私ばかり話してすみません。入院する前の状況に戻っているというだ

けだと、また入院する生活に戻る可能性があるという認識は、あまり病

棟の看護師さんは持ってらっしゃらない、持っているかもしれないけれ

ども、ちょっとそういうことでもないようなときもあるという感じなの

ですかね。今聞いていて、そういうことなのかとちょっと思ったのです

けれども。 

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  そうですね。我々が何でカンファを

求めるのかというのは、まさにそういった情報が欲しいからなのですね。

見た目的には変わっていないにしても、高齢者というのは、やはり生活

が同じようにできるかというと、そういうわけではない。病院の中から

してみたら、病院の中の入院の環境であれば問題ないのでしょうけれど

も、自宅に帰ると、そうはいかないのだよというようなお話というのは、

なかなか伝わらないことが多いなという感覚は受けています。 

○杉山副会長 ありがとうございました。  

○高野会長  ありがとうございました。では、私から忘れないように質問ですが、
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麹町さんにも質問したように、ご意見頂いた中にもありましたけれども、

相談の件数とか業務の中身とか、充実というか膨らんでいるというか、

そういう感じのところがあるので、実際に神田のほうでは、さっき質問

した多忙感というか、そんなことも肌感覚でどのように業務をお感じに

なっているのでしょうか。  

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  ありがとうございます。やはりこの

数字を見ていただくと分かるのですけれども、１万８，０００件、前年

度から３，０００件増えているということと、訪問の件数を前年度と比

較していただきますと、前年度が３，６００件あったところが３，００

０件に落ちているということなのですね。 

       これは、どうしてもご家族も多忙ですし、何よりもお一人暮らしの方

というのは課題が非常に多重な、いろいろな課題を持っているものです

から、本来であれば訪問を差し上げて、一挙手一投足を支援していくと

いうのが理想だと思っているのですけれども、それをやっているとなか

なか業務が回らなくなるということで、毎朝、朝礼でそのケースをどの

ように取り組んでいくのか、対応していくのかということをやらせてい

ただいております。  

       その結果として、電話で対応していくのか、やはり訪問していくのか、

これをしっかりとやらないとなかなか回せなくなってきてしまうという

ことが今現状として起きています。ですので、できれば訪問したいなと

いうところも今は泣く泣く電話だけで対応していきましょうというのが

現状です。 

○高野会長  よく分かりました。ありがとうございます。  

       そのほか、いかがでしょうか。 

○加賀山委員  千代田区歯科医師会、加賀山です。いつもかんだ連雀にはお世話に

なっております。それで今年は千代田区の区民歯科健診を訪問でやらせ

ていただいているのですけれども、昨年の件数から比べると、何十件単

位で今年減ってしまったのですが、入所されている方に、これは千代田

区のほうにもお伺いしたいのですけれども、連雀のほうに健診票をお送

りするようなことというのはできないのでしょうか。今年、件数が随分

減少したのがちょっと気になりまして。お願いいたします。  

○高野会長  それは事務局のほうになりますよね、答えられるとしたら。 

○高木千代田保健所長  千代田保健所の高木でございます。大変お世話になっており

ます。健診の受診券を別のところに送るということについては、個別の

ご事情で対応している例はあるかと思うのですけれども、施設入所者の

方に一律にそちらにというのは、そのご家族の意向なんかも１つ１つ確

認の上でということにもなってくるかと思うので、現状では、そういっ

た一律の対応というのは難しいのかなと考えてございます。  

○加賀山委員  ありがとうございます。昨年は、そのご家族の方が健診票を持ってき

てくださった件数が多かったのだと思うので、今後もそのような形をよ

ろしくお願いいたします。  

○高野会長  では、もう一方、小林先生。  
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○小林委員  小林です。冒頭のところで、要介護認定者数のうちの認知症の割合、

高野会長、それから矢島先生もその関連でご質問されましたけれども、

令和７年は要介護認定者数が２，５６０何名ですか、そのうち２，００

０名というお答えがあったと思うのです、認知症が。そうすると、８割

行くのではないですか。先ほどだと２０％というお答えだったのですが、

高野先生は大体平均で８割ぐらいいるのではないかというお答えかなと

思ったのですけれども、違いますか。  

○島田地域包括ケア推進係長  事務局のほうからお答えをさせていただきます。２，

０９４人という認知症高齢者の方なのですけれども、こちらは６５歳以

上、高齢者人口全体が１万１，５２３人となっておりまして、そのうち

２，０９４人が認知症高齢者という推計になっております。  

○小林委員  いや、私もそうではないかと思ったのですね。要するに、要介護認定

者数のうちの２，０００名ではなくて、高齢者のうちの２，０００名で

すよね。 

○島田地域包括ケア推進係長  はい。さようでございます。多分、私が説明を間違え

てしまったかなと思いまして、すみませんでした。  

○小林委員  いや、私もそうではないかなとは思ったのですが、一応確認したかっ

たので。それから、もう１ついいですか。いろいろなハラスメントがあ

ると思いますが、職員に対する患者からの、あるいは家族からのハラス

メントというのもあると思うのですけれども、この数年でどうですか。

数が増えているとか、いや、あまりないとか、肌感覚で結構なのですけ

れども。もしそういうもので物すごくひどいハラスメントがあった場合

は、どのように対応をされているのかなと。  

○高野会長  それは簡潔にそれぞれから聞きたいと思います。  

○浜田高齢者あんしんセンター神田センター長  令和６年度だけで申し上げますと、

たまたまなかったというのが正直なところです。ある一定数、やはりそ

ういう人物像の方というのはいらっしゃると思うのですけれども、過去

に遡りますと、やはりひどいそういうハラスメントを受けたこともござ

います。 

       その方はたまたま包括支援センターの支援対象者ではなかったのです

けれども、ホームに入っていたご家族の方ではあったのですが、施設長

をはじめ、顧問弁護士のほうにご相談させていただいて、相談に乗って

いただいたという案件も確かにありました。 

       ここにつきましては、施設内窓口でもハラスメントに対する啓発のポ

スターも貼っておりますし、もしあれば施設内で共有しながら対応させ

ていただくという内容のルールになっております。  

○飛田高齢者あんしんセンター麹町センター長  あんしんセンター麹町も取り立てて

大きなハラスメントというのはございません。先日、職員と１人１人面

談をしたのですけれども、支援困難事例で頭を抱えるようなケースがあ

るかということを１人１人に聞いて回ったのですが、特別いないという

現状でしたので、おかげさまで大きな問題には至っておりません。 

        以上でございます。  
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○小林委員  どうもありがとうございます。参考になりました。  

○高野会長  ほかにありますか。もう一方くらいは大丈夫かと思いますが、よろし

いでしょうか。  

       １つ、私から。これは事務局にということなのですけれども。これは

多分ここ２、３年、私、毎回申し上げているポイントなのですが、資料

３－１と資料４－１を皆さん、御覧いただけますか。資料３－１、あん

しんセンター麹町さんの資料を見ますと、左下のほうに②番、高齢者人

口が出ていますよね。資料４－１も同じく高齢者人口が出ています。実

はこれ多分まだ変わっていないと思うのですが、２００６年度に地域包

括支援センターが国で制度化されたときに、おおむね高齢者４，５００

人ごとに１か所、地域包括支援センターをという、あくまで目安ですけ

れども、目安でできました。 

       確か千代田区の地域包括支援センターもできたときは、多分それぐら

いの１か所当たりの高齢者人口の担当というか、人口だったと思うので

すけれども、千代田区というのは、最新の人口推計で見ますと、２０５

０年に向かって全国の区市町村の中で後期高齢者人口の増え方が激しく

なると予測されているトップ２０ぐらいに入っているのですよね。 

       そういうこともあって、高齢者人口自体も増えているということで、

それぞれ今６，２００人、５，２００人ぐらいになっていて、合わせる

と１万３，０００人近くなのですね。これが１万３，５００人になると

３か所目を、３か所目ができても１万３，５００人を超えるとキャパ

オーバーになるという状況で、そういう意味で両あんしんセンターでも

相当多忙になっているという側面もあるのだろうなと思っています。  

       もちろん千代田区は独自に職員を、それぞれ説明がありましたように、

国の基準よりも加配をしているという実態もありますし、高齢者サポー

トセンターもありますから、一概に超えたら駄目とかそういう話ではな

いと思ってはいるのですけれども、１か所当たり４，５００人というと

ころで、今２か所で１万２，４９４人ぐらいになってきているというこ

とを踏まえて、少し中長期的に地域包括支援センターの在り方というも

のをご検討いただくべき時期になっているのかなと、会長として思って

おりますので、一言申し添えさせていただきます。  

       それでは、議題の２番については、ここまでということにさせていた

だきたいと思います。 

       続きまして、４番目ですね。「指定介護予防支援業務」の一部事業委

託状況という議題になります。これは資料の５にありますが、私が先に

説明するのも変なのですけれども、この一部業務委託先、新規にとかと

いうものは、千代田区の人なのだけれども、ご家庭の事情とか、あるい

は齢者向け住まいの入居とかで区外に住んでいるのだけど、千代田区が

保険者のまま要介護認定を受けていて要支援になる。  

       そうすると、千代田区外の居宅介護支援事業者などがケアマネジメン

トを担当していただかざるを得ないのですけれども、そのときに、本来

は事前にこの会議で議論して、認める、認めないということをやらなけ
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ればいけないのですが、それをやると、半年に１回ぐらいしかない検討

会ですので、後に時期がずれてしまうということで、事前に地域包括支

援センターと事務局のほうで検討いただいて、既に業務を請け負っても

らっていると。それに関して、我々がこの場で追認というか、それを確

認するという場でございます。  

       したがって、実質的に議論をするというよりもご報告というところが

主になると思いますが、そういう前提で事務局のほうで、まずは説明を

お願いしたいと思います。  

○辰島参事  会長、ご説明ありがとうございます。  

       それでは、議題の４「指定介護予防支援業務」一部委託業務状況につ

いてのご説明になります。資料５を御覧ください。大変恐縮ですが、ご

説明の前に資料の訂正箇所がございます。上から２行目、タイトル（１）

「令和７年度  委託状況（令和７年９月末日現在）」、それから右のほ

うに行きますと、「令和６年度  委託状況（令和７年３月末）」と表記

してございます。このうちのそれぞれ「令和７年度」と「令和６年度」

の削除をお願いいたします。大変失礼いたしました。  

       改めまして、資料５（１）の委託状況でございますが、令和７年９月

末時点及び３月末時点の件数となってございます。また、（２）令和７

年９月末時点の新規業務委託事業所でございますが、麹町が３か所、神

田が２か所となってございます。委託の基準でございますが、下記の表

をご参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

       議題４の説明は以上でございます。  

○高野会長  ありがとうございます。ご質問、あるいは、ご意見、そもそもこの状

況について、委託ということに関しても含めて、もしご意見、ご質問が

あれば、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  

       矢島先生、お願いします。  

○矢島委員  ２番目、「新規」と書いてあるのですけれども、前年度からずっと継

続している施設というのがあるのですか。だから、だんだんだんだん増

えているということでしょうか。その辺はどうですか。  

○辰島参事  この（２）で書きました「新規委託事業所」というのは、これまで蓄

積されていて、前回が今年の３月の運営協議会でご説明差し上げている

のですが、それ以降、９月末現在で５か所増えたというところでござい

ます。それまでの事業所さんと合わせて、５か所増えているところです。 

○矢島委員  では、年々増えているという理解でよろしいですね。 

○辰島参事  はい。 

○高野会長   そのほか、よろしいでしょうか。これも私から一言だけですけれども、

あまり楽しい話ではないのですが、今、全国的に居宅介護支援事業所の

事業所数が減少局面に入っています。それは、あんしんセンターさんか

らご説明があったような人材不足というところが主なのですけれども、

それは仕方がないのですが、例えばこういう委託をするときに、何も根

拠はないと確認のしようがないのですけれども、事業継続に不安がない

かどうかということも事業所側に確認をしておく必要があるのかなと思
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いました。 

       というのは、私、いつも申し上げているのですが、介護サービス事業

所にしても、施設にしても、もちろんケアマネ事業所もなのですけれど

も、一番よくないのは、その事業所が途中で業務を、いろいろな意味で

辞めざるを得なくなってくるということだと。そうなると、高齢者さん

お困りですので、昨今の状況を踏まえると、何か一言、別に口頭で私は

いいと思うのですが、事業継続に不安がないかどうかということを確認

した上で委託に出したほうが、いや、３か月後に委託業務を廃止しまし

た。また、探さなければいけないということになると、事務局が大変な

だけでなくて、その高齢者の人自身が大変なことになるので、何かの方

法で簡単に確認しておくぐらいはやられたほうが、このご時世いいのか

なと思っておりますので、これは参考意見ということで申し添えさせて

いただきます。 

       それでは、ご意見がなさそうでしたので、次の議題ですね。その他に

入りたいと思います。まず委員の皆さんから何かございますでしょうか。  

       どうぞ、加賀先生。 

○加賀委員  第１回からこの会に参加させていただきましたけれども、今日の会が

一番すばらしい会になったと思うのです。僕、前から神田とそれから麹

町が、ロサンゼルス・ドジャースは、ニューヨーク・ヤンキースも点数

制でずっとやっていましたから、全く点数をつける。最初は３、２、１、

その次は５、４、３、２、１で。点数で何か差別化みたいなものをする

ような会議だったのですけれども、今日みたいな、こういったみんなで

話すカンファレンスみたいなものがとてもいいなと思って、また次回か

らも、ぜひ清水さんと高野先生のご協力の下にこういう会をしていただ

ければと思います。よろしくお願いします。  

○高野会長  そのほか、ご意見等ございますか。よろしいでしょうか。  

       それでは、事務局のほうで、そのほか何かあればお願いしたいと思い

ます。 

○辰島参事  次回、第２回運営協議会についてでございます。令和８年、明年の３

月頃開催を予定してございます。ご多忙と存じますが、ご出席いただき

ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。  

       事務局からは以上でございます。  

○高野会長  それでは、本日は委員の皆様から様々なご意見を頂きました。事務局

のほうで整理しまして、今後の地域包括支援センターの運営やこの協議

会の運営に生かしていただきたいと思います。皆さんのご協力で若干早

目に終えることができました。これにて、本日の運営協議会を閉会いた

します。ありがとうございました。  


